
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年７月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３仙第７号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２４年１１月１９日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 新潟県新潟市新川
しんかわ

河口付近 

 新潟市所在の内野
う ち の

二等三角点から真方位３０２°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３７°５２.１′ 東経１３８°５５.３′） 

事故等調査の経過  平成２５年２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 浜
はま

一
いち

丸、１.１トン 

 ＮＧ３－１４７０３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、新潟市新川漁港の係留地を離岸

し、新川河口に向け、約４～５ノットの対地速力で北進した。 

 本船は、船長が船尾側で船外機の操縦を行い、甲板員が左舷船首部

に設置された揚網機につかまって立っていたところ、平成２４年１１

月１９日０９時３０分ごろ、新川河口付近において、左舷船首から高

波を受け、積載していた漁具が移動して右舷側に傾斜するとともに、

波が船内に打ち込んで滞留したが、左舷船首から更に高波を受け、右

舷側への傾斜が増大して転覆し、船長及び甲板員が落水した。 

 船長は、沖に流されたのち、付近を航行していた僚船に救助され、

甲板員は、新川河口付近に設置された消波ブロックに自力で泳ぎ着い

た。 

 船長及び甲板員は、新川漁港から救急車で病院へ搬送され、船長

は、低体温症及び肺炎と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約３ｍ、潮汐 上げ潮の初期、海面水温 

約１９℃ 

 その他の事項 本事故発生場所付近の水深は、約１ｍであった。 

船長は、本事故発生場所では磯波が発生しやすいことを知ってい

た。 

船長は、出航前に新川河口付近の波浪状況を確認し、磯波が発生し

ていることを認識していたが、僚船が出港したのを見て出航した。 

船長及び甲板員は、共に上下の合羽の上に救命胴衣を着用してい



 

た。 

船長は、携帯電話を所持していたが、防水型ではなかったので、海

水に濡れて使用できなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり  

 本船は、新川河口付近を北進中、左舷船首から磯波を受け、積載し

ていた漁具が移動して右舷側に傾斜するとともに、磯波が船内に打ち

込んで滞留し、左舷船首から更に二つ目の磯波を受けたことから、右

舷側への傾斜が増大して転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、新川河口付近を北進中、左舷船首から磯波を受

け、積載していた漁具が移動して右舷側に傾斜するとともに、磯波が

船内に打ち込んで滞留し、左舷船首から更に二つ目の磯波を受けたた

め、右舷側への傾斜が増大して転覆したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・高い磯波が発生していることを視認した場合は、出航しないこ

と。 

・緊急時に救助要請ができるよう、防水型の携帯電話を携行するこ

とが望ましい。 

 


